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本指針について 
 

PFI（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）は、公共サービスの提供に民間

の資金やノウハウを活用する事業手法で、英国における｢小さな政府｣への取組の中から

1992年（平成４年）に初めて導入されました。 

日本では、PFI事業の枠組として、平成 11年７月に「民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律」（PFI法）が制定され、平成 12年３月に PFIの理念と

その実現のための方法を示す「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事

業の実施に関する基本方針」（PFI基本方針）が告示されました。 

平成 25 年６月には、PFI を含めた多様な PPP（パブリック・プライベート・パートナ

ーシップ）の推進を目的に「PPP/PFIの抜本改革に向けたアクションプラン」（旧アクシ

ョンプラン）が定められ、目標及び具体的取組についての包括的な方針が示されました。   

さらに平成 27 年 12 月には、「多様な PPP/PFI 手法導入を優先的に検討するための指

針」が地方公共団体に通知され、人口 20万人以上の地方公共団体に対して「優先的検討

規程（従来型手法より PFI手法の導入を優先的に検討するためのルール）」の策定が要請

されるなど、国だけではなく地方においても PPP/PFI の推進が求められるようになりま

した。 

その後、平成 28年５月に旧アクションプランを改定した「PPP/PFI推進アクションプ

ラン」が策定され、21兆円という事業規模目標やコンセッション事業の推進、実効ある

優先的検討の推進、地域の PPP/PFI 力の強化という PPP/PFI 推進施策などが示されまし

た。平成 29年６月には同アクションプランが見直され、優先的検討規程の策定について

は、実情や運用状況を踏まえ、人口 20万人未満の地方公共団体への適用拡大が図られる

など、国と地方が一体となった PPP/PFIの更なる推進が求められているところです。 

本市においては、平成 18年４月に１施設において PPPの一種である指定管理者制度を

導入したことを皮切りに、徐々に同制度による管理施設を増やし、令和５年度３月末時

点 で計 10施設において指定管理者制度による施設管理を行っています。  

また、平成 28 年度に策定（令和３年度改定）した「甲斐市公共施設等総合管理計画」

においては、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針として、「管理コス

トの縮減と財源確保」、「施設総量の削減と配置の適正化」を掲げており、そのための具

体的な方策として、「PPP/PFI等の民間活力等の活用」を位置付けています。 

さらに、平成 28年に策定した「第２次甲斐市総合計画」及び令和２年に策定した「第

４次甲斐市行政改革大綱」においても、取組方針として、「民間ノウハウの活用等により

サービスの向上と経費の削減に努めること」を掲げており、民間委託や指定管理者制度

の導入については継続して推進することとしております。 

このような背景から、「甲斐市公民連携推進に対する基本指針」を令和５年９月に策定

しました。 
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第１章 本市の公民連携の考え方                     

１．これまでの「市と事業者の連携」                                                    

市と事業者の連携手法については、以下のような例が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

これまで市は、主に業務委託をはじめとしたさまざまな手法を活用することで事業者

と連携し、公共サービスを提供してきました。 

しかし、これまでの連携は、事業の詳細をあらかじめ市が設計した上で事業者を募集

するといった、いわゆる行政主導の連携が多く、その結果、プロポーザル方式などを活

用した一部の事業を除き、事業者の持つノウハウやアイデアを最大限に活かしきれてい

ない、などの課題がありました。 

 

２．本指針における「公民連携」          

これまでの行政主導の連携から一歩前進し、事業者のより主体的な参画や発意を求め、

市と事業者が双方向の対話を通じて、それぞれの知的・物的資源等を最適な形で組み合

わせることにより、優れた公共サービスを効率的かつ持続的に提供していくことが市に

とって重要だと考えられます。 

そのためにも、これまでの連携手法にとらわれることなく、事業者のポテンシャルを

最大限に活用する仕組みを構築し、事業者の優れたアイデアを広く募り、新たな公民連

携に取り組んでいく必要があります。 
 

そこで、本指針では「公民連携」を次のとおり定義します。 

 

  

 

 

 

 

 

市と事業者の連携手法の具体例 

・業務委託                ・事業連携協定        ・PFI 事業 

・指定管理者制度           ・広告掲載事業        ・公有財産の利活用 など 

社会・地域課題の解決を目指し、事業者と市が事業の検討段階から対話を行い、双方の有

する知的・物的資源等を結集し、優れた公共サービスの創出を図るための施策 
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３．公民連携を推進する背景                                    

少子高齢化の急速な進行による社会経済活動の担い手不足や支援を必要とする人の増

加、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化等による孤独・孤立問題、地球温暖化が

一因とされる気候変動による自然災害の激甚化など、本市を取り巻く社会・地域課題は

複雑多様化しています。また、本市は脱炭素先行地域に選定される中、ゼロカーボンへ

の挑戦、デジタル技術の活用、多様性の尊重など世界的にも重要なテーマに対し、本市

においても取り組みを進めていくことが求められています。 

社会構造が変化する中、行政の限られた資源だけですべての課題に対応することは難

しくなってきており、高度な専門的知識や技術革新などを踏まえた新たな取り組みが不

可欠となっており、それらの課題を解決するために、公民連携を推進する必要がありま

す。 
 

４．公民連携の目的                                                            

公民連携の目的は以下のとおりです。 

 

■ 公共サービスの向上 

市と事業者の有する知的・物的資源等を結集し、優れた公共サービスを効率的かつ持 

続的に提供していきます。 
 

■ 複合的分野の課題解決 

個別分野における視点では効果的な解決策を見出せなかった課題についても、行政内

の横断的な連携を図るとともに事業者の視点から全体最適化のアイデアを得て解決し

ていきます。 

 

■ 行政コストの削減 

   これまで市が提供していた公共サービスについて、公共性を維持しつつ、事業者の知 

的・物的資源等を活かしたアップグレードを行い行政コストの削減を図ります。 

また、事業者の視点を活かし、公有財産を利活用することで新たな歳入確保を図りま 

す。 

 

■ 地域経済の活性化 

公民連携による新たな事業の創出や公有財産の民間活用などを通じて、地域における 

雇用の創出や事業者の発展などに繋げることで、地域経済を活性化させます。 
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５．公民連携に取り組む姿勢                                         

公民連携を効率的かつ持続的に推進していくための姿勢として、以下の４つを基本原

則とします。 
 

基本原則１ 対等の原則                                          

従来、市と事業者の関係は、多くの事業において「行政主導で条件を提示し、事業 

者は市から提示された条件に従い事業実施する」というものでしたが、公民連携にお 

いては、対等なパートナーとして協力し合うことの必要性を理解し、お互いが主体的 

に取り組めるようにします。 

 

基本原則２ 目標共有の原則                                         

事業の目標について「社会・地域課題の解決、公共サービスの向上」の観点から、事 

業者と共に設定し、事業を構築していきます。 

 

基本原則３ 対話の原則                                         

事業の検討段階から事業者と対話を行い、双方の有する知的・物的資源等を結集さ 

せ、効果的に課題を解決するための方法を模索しながら、制度設計や事業実施をして 

いくこととします。 
 

基本原則４ 相互メリットの原則                                     

公民連携による事業を持続させるために、事業者の行動原理や考え方を理解した上 

で、その事業から相互が得られるメリットの内容及びバランスを意識し、互恵的な関 

係を築いていきます。 
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６．本市が目指す公民連携の姿                                       

（１）目指す姿                                                 

 

「４．公民連携の目的」の達成度を高めるため、以下の４つの観点において目指す姿を整

理しました。 
 

１．事業の検討 

・多様な事業者から、市の抱える課題に対し、効率的に解決するための提案を受けてお 

 り、事業者の持つアイデアやノウハウを有効に活用し、事業の検討が出来ている。 
 

２．組織の認識 

・「公民連携は有益であり、誰でも取り組めること」という意識が根付いており、各部 

署で所管している事業に公民連携を活用することが恒常化している。 

 

３．組織の知見 

・様々な公民連携により蓄積されたノウハウやパターンが体系化され、公民連携に不慣 

れな職員にも理論的に伝えることが可能となっている。 

 

４．組織の体制 

・担当部署が主体的に公民連携を行っており、必要に応じて公民連携推進に関する総合 

調整を行う専門部署が支援を行っている。 

・分野横断的な事業についても、専門部署が調整役を担い、多様な関係部署が密に連携・ 

 協力し、事業実現に向けて積極的に取り組んでいる。 
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（２）現状・課題                                                 

 

「（１）目指す姿」実現のために克服すべき「現状・課題」は以下のとおりです。 

 

■市内部の意識改革（縦割りの壁・職員の意識の醸成） 

  民間事業者の提案については、複数分野にまたがる提案も多く、相談先が分からな 

いという状況があります。また、担当が細分化された市の窓口では、提案内容の全て 

を受け止めにくい状況があります。 

そのため、複数にまたがる相談を受け止めるための市内部の体制を整えることが必 

要です。 

 

■最適な事業手法の選択 

  公平性・競争性の確保という市の原則があり、優れたアイデアが提示されたとして

もそれを受け止めるためのスキームがありません。 

そのため、市が思いつかないような民間事業者のアイデアを最大限に活用するため

にも、総合的な視点で判断した上で、最適な事業手法を選択し、受け止めていくスキ

ームが必要です。 
 

■民間事業者と市の相互理解 

公民連携を進めていく上で、民間事業者と市の意識に大きな差があります。民間事

業者側の視点では、参画してみたものの市側の規制によりノウハウを活かしきれない

といった指摘がある一方で、市側の視点では、民間事業者との連携、協働の進め方が

分からず、提案に対し、今ある枠組みの中で、できないという判断をくだしてしまう

現状があります。 

これらの背景には、十分な対話をせずに、お互いを理解しきれていないことがあり、

お互いの価値観を共有するため、相互理解を深めることが必要です。 

 

■民間事業者のノウハウの活用を見据えた柔軟な対応（既存の事業スキームの見直し） 

  公民連携による事業実施にあたり、市はコスト削減を中心とした条件提示となるた 

め、民間事業者の創意工夫や能力が最大限に発揮されているとは言い難い状況が生じ 

ます。 

市は、民間事業者の能力を知ることに努め、提案に対し、既存の枠組みにとらわれ 

ず、事業スキームの見直しを含めた再検討をするなど柔軟な対応をすることが必要で 

す。 
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（３）対応策                                                     

 

前述の「（２）現状・課題」を踏まえ、以下のとおり窓口体制及び制度を整備すること

で、公民連携を推進していきます。 

これらにより、事業者・担当部署が公民連携に取り組みやすくすることで、公民連携

の機会を増やしていきます。多様な公民連携の実績を積み重ねることにより、「公民連携

は有益であり、誰でも取り組めること」という意識の浸透に繋げ、「（１）目指す姿」の実

現に近づけていきます。 
 

①甲斐市公民連携推進窓口『OPEN CITY KAI』（P8～参照）                      

本市の公民連携推進に関する総合調整を行い、担当部署と事業者との橋渡しをする公

民連携窓口『OPEN CITY KAI』を“総合戦略部内”に設置します。 

『OPEN CITY KAI』では、市が公民連携に取り組みやすい環境を整備し、成功体験を増

やしていくため、以下の役割を担います。 
 

【OPEN CITY KAIの役割】 

・民間提案制度における本市課題発信、提案受付、担当部署に対する支援 

・公民連携に関する情報発信 

・知見の整理（本指針の改善、知見集の整備） 
 

②民間提案制度 (P11～参照)                                     

社会・地域課題の解決に繋げるため、事業者独自のアイデアやノウハウを活かした以 

下の提案を一元的に受け付け、対話を通じて優れた公共サービスの創出を目指します。 

・市が発信する課題に対する解決策の提案 

・事業者が認識する社会・地域課題（分野問わず）に対する解決策の提案 
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第２章 公民連携を推進する仕組み                  

第２章では、第１章「６．（３）対応策」の仕組みについて、詳細を説明します。 

１．甲斐市公民連携推進窓口『OPEN CITY KAI』                           

本市の公民連携推進に関する総合調整を行い、担当部署と事業者との橋渡しをする公民

連携推進窓口『OPEN CITY KAI』を“総合戦略部内”に設置します。 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K A I 

       

公民連携情報 

課題 
・ 
提案 

 

  

 

対話 

担当部署 

O P E N 

C I T Y 

KAI 
※ＨＰ等

で共有 

優れた 

公共サービスの創出 

 

支援 

甲斐市 

民 間 提 案 制 度

事 業 者
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地域の活性化 

〈 ワンストップ窓口の役割 〉 

    

       

 

    

       

甲斐市役所 

担当課がわからなくて

も公民連携デスクに相

談できる！ 

スピード感を持って適

切に対応してくれる！ 

（たらい回しがない） 
 

 

行政が特定企業・教育

機関等と連携するルー

ルやスキームを共有で

きる！ 

アイデアを実現可能と

する上で参考となる情

報が得られる！ 

・公的活動を通じた企業価

値の向上 

・ビジネスチャンスの開拓 

・実証実験 

・社会貢献 

・人材の育成 

 

・多様な民間活力の活用 

・市民サービスの向上 

・地域イメージの向上 

 

 

市民サービスの向上 地域課題の解決 地域の活性化 

ＯＰＥＮ 

ＣＩＴＹ 

ＫＡＩ 
つなぐ つなぐ 

事業連携 
提案募集 

 

コーディネーター的 
役割 
（バックアップ機能） （コンシェルジュ的 

一元的な窓口・相談 
機能 

役割） 

対等な立場で「対話」

ができる！ 

民間事業者 
ニーズ 

ステークホルダー 
企業・教育機関・ＮＰＯ 
・市民（地域・社会）等 
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①民間提案制度（P11～参照）における役割                                 

■ 本市課題の発信 

庁内担当部署から集めた社会・地域課題等を発信することで、事業者が自らの 

資源を活用した効果的な提案を検討しやすい環境を整え、市と事業者の連携の可 

能性を高めます。 

 

■ 民間提案の受付 

民間提案制度を介した提案を一元的に受付け、事業者へのヒアリングを行い、 

必要性や有効性、事業実施に関係する部署を整理します。その上で、関係部署と 

の協議・調整を行い、適切な部署へ繋ぎます。 

 

■ 担当部署に対する支援 

担当部署での対応が困難な部分を補完できるように伴走支援を行うことで、提 

案の実現可能性を高めます。また、分野横断的な事業については、関係部署間の 

調整役を担います。 

 

②公民連携に関する情報発信                                          

＜庁内向け＞ 

公民連携に対する考え方が全職員の共通認識となるように、民間提案制度を活 

用した部署の声や施策の推進状況などを庁内へ広く周知するとともに、成功事例 

や組織・職員としての心構えを説明する機会を定期的に設けます。 
 

＜事業者向け＞ 

市の公民連携に対する考え方を発信し、取組姿勢や目的を理解してもらうこと 

で、効果的な提案・対話につなげます。 

また、民間提案制度を介した事業の実績及び効果を発信し、市の公民連携に対 

する意欲や事業者のメリットなどを広く周知します。 

 

③知見の整理（本指針の改善・知見集の整備）                               

多様な事業から得た知見に基づき、本指針を改善していきます。また、知識や 

経験の少ない職員であっても、事業に取り組みやすくなるように、公民連携に取 

り組む上でのポイントや参考となる事例等を集約した知見集を整備します。 

 

『OPEN CITY KAI』 の役割 
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２．民間提案制度                                         

民間提案制度は、社会・地域課題の解決に繋げるため、事業者独自のアイデアやノウ

ハウを活かした提案を一元的に受け付け、対話を通じて優れた公共サービスの創出を目

指す制度です。 

事業実施後は、評価等も行います。 

 

２-１．民間提案の受付                                    

２-１では、本提案制度を介した受付の仕組みや要件等を説明します。 

 

（１）仕組み                                                          

以下の２つの形式にて事業者からの提案を広く募集し、従来の手法や発想にとらわれ

ない提案を受け付けます。 

①課題設定型                                                

市が事業者の提案により解決したい課題を発信することで、事業者がその課題に対

する解決策を提案する形式。 

 

②自由提案型                                               

事業者が認識する社会・地域課題（分野問わず）に対して、事業者の自由な発想か

ら生まれる解決策を提案する形式。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 受付までの流れ 〉 

提案 

事業者 

 

 

                   

OPEN 

CITY 

KAI 

 

市民 

②発信課題の整理 

⑥、❷提案受付 

❶

自

由

な

提

案 

⑤提案 

①～⑥：課題設定型 

❶～❷：自由提案型 

市ホームページ 

県等のプラット

フォーム

 

◎課題の 

 
把握・ 

 
共有 

 

①課題の 

 
提出 

 

③課題の 

 
発信 

 

担当 

 部署 

解決策を検討

担当 

 

④課題に対する

担当 

 

募集媒体 
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（２）提案要件                                                         

民間提案の要件は以下のとおりです。 

①提案事業者の資格                                             

・企業・教育機関・NPO・市民（地域・社会）等。ただし、以下のいずれかに該当する事 

業者は除きます。 

１.役員等が暴力団員等である団体又は暴力団員等が法人等の経営に実質的に関与し 

ている団体 

２.役員等が、自社、自己もしくは第三者に不正の利益を図り、又は第三者に損害を加 

える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている団体 

３.役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな 

ど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している団体 

４.役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している団体 

５.金銭的信用を著しく欠くと認められる団体 

６.その他、本市と連携することがふさわしくない団体 

 

② 提案の内容                                                 

以下のいずれにも該当しない提案を受け付けます。 

・法令や公序良俗に反すること 

・政治的、宗教的な関連性や要素があること 

・商品の販売や既存業務の請負などの単なる営業であること 

 ・個人の意見や要望など、事業の実現性が著しく低い提案 

 ・事業内容が不十分である提案 
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（３）提案事業に必要な視点                                     

以下の４つの視点を踏まえた提案を募集します。具体的な事業の検討にあたっても、

市・事業者はこれらの視点を持って進めることとします。 
 

１．市民・利用者の視点                                 

■市民ニーズの把握 

実際のニーズと提供される公共サービスに乖離が生じないよう、日ごろから地域の 

ニーズを把握するよう努めます。 

 

■公共サービスの向上 

事業実施にあたっては、市民や利用者の利便性等のメリットを向上させることが最 

重要です。事業の目標を設定する際には、まずどのような社会・地域課題の解決に繋 

がるかを明確にします。 
 

２．財務の視点                                      

■市の費用負担 

原則、市の予算以外から事業費を捻出することを検討します。 

ただし、経営資源が限られる中においても政策的な判断から必要性が認められる事 

業、公民連携により活用が可能となる補助金等により市の費用負担が相当に軽減可能 

な事業、既存事業の代替案として新たな工夫によりコスト削減や公共サービスの向上 

に繋がる事業などについては、予算措置を検討します。 

なお、市が費用負担する事業についても、市・事業者双方の持つ資源の有効活用や 

事業実施による収入により事業費を賄う等、極力費用負担を抑えられるような制度設 

計に努めるものとします。 

 

■将来的なコスト 

事業開始当初の費用負担のみならず、人件費や維持管理費、運営費などの将来的な 

コストが発生しないかという点にも留意し、事業全体におけるコストの最小化を図り 

つつ、費用対効果が最大となるように事業検討します。 
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３．成長・発展の視点                                    

■新たな発想 

重大なリスクに繋がらない場合には失敗を恐れず、これまでのやり方とは別の新し 

い構造や論理によって事業を検討します。 

 

■事業者の成長 

新たな価値の創出や継続的な公共サービス提供に繋がるよう、市民や市のみならず、 

事業者の成長にも寄与する事業を検討します。 
 

４. 地域・社会の視点                                  

■社会情勢等の変化への対応 

将来的な地域・社会・経済情勢の変化に備え、市と事業者が継続的に対話し、変化 

に対応できているかモニタリングしながら柔軟に修正していけるように事業スキーム 

を検討します。 

 

【参考】事業の資金調達方法 

「２. 財務の視点」で検討する際の参考として、資金調達方法パターンの例を以下に示

します。 

事
業
者 

CSR 

・事業者が社会貢献や寄附として事業資金や物品などの資源を負担する。 

・事業者の活動の促進、企業や製品の認知度や信頼感の向上などのメリットがある 

場合もある。 

広告・スポンサー 
事業に広告・PR 効果が見出せる場合に、第三者のスポンサーを確保し、事業資金を

確保する。 

他機会回収 
事業により得られた製品やサービス、知的財産、データ、ノウハウなどの成果を他の組

織に提供することによる利益を見込んで、投資的に事業資金を負担する。 

PR効果による関連事業・

別事業の収益増 

事業によるイメージアップや PR効果による、事業者の関連事業・別事業の収益の増加

（売上増や会員増など）を見込み、事業者が広告宣伝費用などとして投資的に事業資

金を事前に負担する。 

製品・サービス販売益 
事業自体から生まれる製品やサービス等を事業者が販売し、その直接的な利益をもっ

て事業費にあてる。 

クラウドファンディング 
事業者が成果物等を対価として、事業の理念や目的に賛同する者から寄附を募り事

業資金を確保する。 

経費削減 
事業により、従来かかっていた事業者のコストが削減されることで原資が生まれ、その

原資をもと事業費を事業者が負担する。 

市 

一般財源 事業により発生するメリットの対価として、事業費を市の一般財源から支出する。 

企業版ふるさと納税 事業の理念や目的に賛同する企業から寄附を募り事業資金を確保する。 

クラウドファンディング 事業の理念や目的に賛同する者から寄附を募り事業資金を確保する。 
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（４）民間提案における留意事項                                             

提案にあたって、事業者が留意すべき点は以下のとおりです。 

 

①事業の実施可否                                          

事業については、後述の「２-２．（１）提案事業実施フロー」（P17～）に従い事業

内容、費用負担等を検討した上で、事業実施の可否について決定します。 

 

②事業実施者の選定                                        

事業実施にあたっては、法令等に基づき、公募により事業実施者を選定する場合 

があります。 

その際は、本市が提案事業者から得た情報の全部又は一部を利用し、公募のため 

の仕様を作成させていただく場合があります。 

ただし、「③情報の保護」により本市と提案事業者との間で保護する対象とした情 

報については、この限りではありません。 

 

③情報の保護                                              

事業の実施に当たっては、透明性を確保することを基本としていますが、提案事 

業者にとっては、提案した独自のアイデアが適切に保護されることが非常に重要で 

あると考えます。 

事業実施者を決定する前は、アイデアの公表が提案事業者の不利益に繋がる一方 

で、事業実施者が決定し事業化された後は、透明性確保への要請は高まると考えま 

すので、以下を原則とします。 
 

１．事業の検討段階 

原則保護します。 

※提案タイトルについては公表します 
 

２．公募手続きを行う段階（随意契約に適さない場合のみ） 

原則保護しますが、仕様等の作成にあたり必要な情報を一部活用することがあり 

ます。 

※提案事業の根幹をなすアイデアは公表しません 
 

３．事業実施者が決定し事業化された段階 

原則公表します。 

※公表内容については、独自アイデアの保護を前提として市と事業者で事前協議 

します。 
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ただし、上記段階を問わず、市では、職務上作成・取得した文書について、開示請求の

対象となっており、一定の情報については開示することが求められています。開示請求

があった場合には、甲斐市情報公開条例に基づき、開示／不開示を個別に判断すること

になります。 
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２-２．提案事業実施のプロセス                                         

２-２では、民間提案制度を介して提案された事業を実施するまでのプロセスを説明し

ます。 

（１）提案事業実施フロー                                                 

提案を受けてから提案事業を実施するまでのフローは以下のとおりです。 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案事業者 

 

 

 

 

※ＰＦＩ事業や広告掲載事業
等、個別に手続きが定めら
れている手法・制度を用い
る場合には、各手法等に応
じた手続きに移行します。 

 

※実施までの期間はあくまで
も目安ですので、前後する
こともあります。 

 

 

 

 

 

 

       

提   案

担当 

 

1週間程度 

 

提  案  内  容  の  ヒ  ア  リ  ン  グ 

 

提案内容の確認 

 

２週間程度 

他手法の手続き 

関係部署との提案共有 

市と事業者の対話① 事業スキームの作成 

 

制度設計への可否判断 

 

２週間程度 

 

市と事業者の対話② 制度設計 

 

 

 に移行 

 
に移行 

他手法の手続き 

公民連携審査委員会※において、 

 
事業実施適否の判断 

 

備考 市役所 

 
契     約     締     結 

 

 

 

事     業     実     施 

 

事   業   の   評   価 
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公民連携審査委員会※について 

公民連携に関して、事業実施及び事業実施者の選定等の意思決定をするため、甲斐市公

民連携審査委員会設置要綱に基づき、公民連携審査委員会を設置します。 
 

 所掌事務 

①公民連携による事業の導入の適否に関すること 

・事業実施適否の判断 

②特定の公民連携による事業に関する事業実施者等の選定に関すること 

・事業実施者の選定方法・契約方法の審査 

③そのほか、公民連携の推進に関し必要な事項に関すること 

 

（２）市と提案事業者の対話                                                        

提案受付後、事業実施に向けて市（担当部署・OPEN CITY KAI）と提案事業者の対話を

開始し、双方の意見を取り入れながら制度設計していきます。 

 

①対話において整理する項目                                         

対話においては、以下の項目を検討・整理します。 

１. 社会・地域における課題（総合計画における基本施策との関係性も整理） 

２．課題を抱える者等の特性や特徴 

３. 双方が提供できる知的・物的資源 

４. 課題解決のために受益者へ提供できる価値（サービス、物資等） 

５. 課題解決のために必要な活動・機能・手段 

６. 受益者への提供方法 

７. コスト構造（事業実施のためにかかるコストの種類や金額） 

８. 収益の流れ（コストをどこから調達し、どこで回収するか） 

※国・県の補助制度等についてリサーチも実施 

９. 既存の取組と比較した優位性 

10. 主要な成果指標（データ取得方法・評価手法・結果の用途なども検討） 

11. 関連法令におけるルール（必要な諸手続き） 

12. 情報の保護 

13. 想定されるリスク・対応の役割分担 
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②各段階における対話の進め方                                      

各段階においては、以下のとおり対話を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対話① 事業スキームの作成 

事業者からの提案に基づき、繰り返し対話を行い、双方の意見を取り入れながら、 

「①対話において整理する項目」を整理し、事業スキームを作成します。 

対話② 制度設計 

対外的な調整等を行いながら、対話①で作成されたスキームに基づき、対話を通じ 

て制度設計をしていきます。 

対外的な調整等については、事業内容に関連する制度や許認可を所管する公的機 

関、事業への協力者、その他調整をしておいた方が良い組織などのさまざまな関係者 

に対するリサーチや調整を行います。地域で事業実施する場合には、円滑に事業を実 

施するために、当該地域（自治会・町会等）との意見交換なども十分に行います。 

また、必要に応じて庁内の各部署及び有識者等を集めた意見交換会等を実施しま 

す。 

対外的な調整と提案事業者との対話を繰り返し、制度の修正等を行っていくことで、 

事業の最適化を図ります。 
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③対話におけるポイント                                          

＜特に対話・検討を重ねるべきポイント＞ 

対話を通じた事業の具体化にあたっては、特に以下について対話・検討を行うことが

必要です。 

 

１．市民（地域・社会）・市・事業者のメリット                                        

初期段階でしっかりと対話やリサーチを行い、３者の定量的・定性的なメリットを漏

らさずに考え、バランスが良くなるように制度設計をしていきます。 

事業実施のためにそれぞれが提供する資源に対して、事業実施によりそれぞれが得ら 

れるメリットに偏りがないか、お互いに継続的に実施することが可能なバランスとなっ

ているかということに留意します。 
 

２．人的資源                                                           

■人員の確保 

対話の中で、事業に必要となる活動を抽出し、それぞれ誰が行うのか（どの組織が 

どの活動を担い、人員を拠出するか）を決めます。 

■パートナー事業者の拡大 

市・提案事業者の人員で不足する場合には、連携する事業者の拡大などを検討しま 

す。 
 

３．知的・物的資源                                           

■知的資源の確保 

対話の中で、事業に必要となる知的資源（専門知識・技術・ノウハウ等）を把握し、 

不足する部分はどのように補うのかを検討します。 

■物的資源の確保 

対話の中で、事業に必要となる物的資源（事業資金、実施場所、電気・水道等のイン 

フラ設備、利用物品、広報のための WEBページ、システム等）を、それぞれ誰が拠出 

するのかを決め、不足する部分はどのように調達するのかを検討します。 
 

４．事業実施に係るリスク                                                    

事業実施に係るリスクはコストに影響することを認識し、適切なリスクを洗い出しま

す。 

事業実施において発生しうる全てのリスクを想定し、その対応方法や損害等の補填な
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どについて、予め市と事業者で共有し、それぞれの役割を明確にします。 

 

５．関連法令等                                             

事業に関連する法令、条例などに基づく許認可や諸手続きを、市や事業者の関係部署

等に確認し、適切に対応します。 

 

（参考） 

・場所、施設を使用する際に必要な手続き 

・事業内容に関係する分野の諸手続き 

・租税、著作権、個人情報などに関する諸手続き など関連法令等 

 

＜取り入れるべき考え方＞ 

対話を通じた事業の具体化にあたっては、直接的な影響のみならず間接的な効果も考慮

する必要があるため、以下の視点が必要です。 

 

SDGｓの活用                                                         

SDGs では、経済・社会・環境の３つの側面に配慮した視野が求められます。事業の検 

討段階において、SDGｓの 17 の目標を意識し、事業の実施により付随的に達成が進む 

目標と、逆に達成から遠ざかる目標を顕在化させることで、３つの側面に配慮すること 

ができ、全体として最適化された制度設計が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２２ 

 

（３）契約方法及び事業実施者の決定フロー                                      

契約方法及び事業の実施者については、以下のフローに沿って決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各判断のポイント 

①支出の有無 

市の金銭的な支出があるかどうかで判断します。 

支出がある場合には、本市の通常の契約手続に則って進めていきます。 

※ここでいう支出は、２者以上から見積書を徴取する必要がある ５ 万円以上の支

出を指すこととします。 

②事業者メリットの大小 

事業者が、社会貢献や寄附として事業資金や物品等の資源を負担し、負担した資金

などの回収を行わない事業の場合は、事業者メリットが小さい事業と判断します。 

当該事業の場合には、提案事業者との随意契約とします。 

③公有財産の利用規模の大小 

事業実施にあたって公有財産等を使用するか、使用する場合には「通常の手続きで

使用させた場合にはどの程度の歳入になるか」といった観点から判断します。 

まず以下の基準により判断します。 

①支出有無 

②事業者 

 メリ

ット 

③公有財産の利用規模 

④提案事業者以外での実施 

プロポーザル方式 

随 意 契 約 

通常の契約ルールを適用 

・一般競争入札 

・プロポーザル方式 

・随意契約 他 

大 

大 

可能 

無 有 

 

小 

無・小 

不可 

提案事業者と契約 

 

 

※事業の内容によっては、契約

（事業連携協定等含む）を締結

しない場合があります。 
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公有財産等の使用料の算定基準が定められていないなど、上記基準から「公有財産等

の使用規模が小さい」と判断できなかった場合には、公有財産等の性質等から総合的に

判断します。 

 公有財産等の利用が無いまたは小規模の場合には、提案事業者との随意契約とします。 

 ④提案事業者以外での実施可否 

  提案事業者の持つ特許権や著作権等の知的財産権や、他者より優位な技術・ライセ

ンス・ノウハウ・ネットワーク・その他資源を活かすことが事業実施に欠かせない要

素であるかといった観点から判断します。 

  提案事業者しか実施できないと考えられる合理的な判断理由がある場合には提案事

業者との随意契約とします。 

  提案事業者以外でも実施できると考えられる場合には、「プロポーザル方式」により

相手方を選定します。 

 

（４）事業の評価                                               

良質な公共サービスを継続的に提供することができるように、また、事業の効果を客

観的に説明できるようにするため、成果指標を設定し、適切なモニタリングを行い、事

業を最適化していく仕組みが重要です。 

対話の初期段階で事業スキームとともに適切な成果指標を検討し、制度設計とあわせ

て、目標値や評価データの具体的な取得方法や市と事業者の役割分担についても協議し、

最適な評価方法を決定します。 

事業実施後には、事前に決定した方法で市にて評価を行い、評価結果を踏まえ事業者

と対話し、必要に応じて事業をアップデートします。目標を達成した場合には、継続し

て事業を実施することを検討し、未達成の場合には原因分析をした上で、事業の改善や、

新たな事業の提案募集等を検討します。 

 

 

 

 

 

 

以下に該当した場合には「小規模」と判断することとします 

・公有財産等の使用料（減免対象額）と市の支出額の合計額が 30 万円未満である 

場合（複数年にわたる事業の場合には年額ではなく総額で判断） 
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× 
× 

〈 評価の流れ 〉 

 

 

 

 

 

  

〈成果指標による評価〉 

達成 未達成 

成果指標の検討 

成果指標の設定 

 

提 案 募 集 

 

 

提 案 応 募 

 

 

対    話 

 

 

契約・事業実施 

 

 

事業実施後評価 

 

 

新たな課題の設定 

 

 

原 因 分 析 

 

 

継 続 実 施 
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